
アドバイザーの派遣事業について 

名 称 相談支援アドバイザー派遣事業 障害者虐待防止アドバイザー派遣事業 

事業内容 

県全域における重層的な相談支援体制を整

備・構築するため、市町村や地域自立支援協

議会等に対して、県から相談支援アドバイザ

ーを派遣し、地域のネットワーク構築に向け

た指導、調整等の広域的・専門的支援を行う。 
○地域自立支援協議会の運営や、地域におけ 

る相談支援体制の整備に対する支援 
○広域的、専門的相談支援システムの構築や、 
地域の社会資源の点検、開発に関する支援 

○広域的課題、複数圏域にまたがる課題の解 
決に向けた体制整備への支援 

○相談支援従事者のスキルアップに向けた 
指導 

○その他、県における相談支援体制の整備・ 
構築のために必要と認められる事項 

障害者虐待の未然防止や早期発見、虐待に対

する適切な対応を行うための取組みを支援

するため、市町村や障害者福祉施設・事業所

等に対して、県から障害者虐待防止アドバイ

ザーを派遣し、助言を行う。 
○市町村における、虐待対応に関する問題 
分析・検討や体制の整備に対する支援 
（個別ケース会議への参加、マニュアル作 
成やネットワーク整備への助言 等） 

○施設・事業所等における、虐待防止策の 
検討や体制の整備に対する支援 
（虐待防止策の検討会議への参加、マニュ 
アル作成時のアドバイス 等） 

○その他、障害者虐待防止等に関し、派遣 
が必要と認められる事項 

（研修の企画立案への助言、研修の講師 等） 

派遣する 
アドバイザー 

相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、

臨床心理士 等 
弁護士、社会福祉士、障害者福祉施設・事業所

等の管理者 等 

25 年度 
実績 

20 件 2 件 
・相談支援専門員 
（派遣先：市、町地域自立支援協議会 １市１町） 
・社会福祉士（派遣先：千葉地方裁判所） 
・社会福祉士（派遣先：２市） 
・社会福祉士 
（派遣先：市障害者自立支援協議会、 
市地域自立支援協議会） 

・社会福祉士 
（派遣先：市相談支援事業所連絡会、 

知的障害者福祉協会、市、町地域自立支援協議

会 １市２町） 
・精神保健福祉士 
（派遣先：市相談支援事業所連絡会、 
市、町地域自立支援協議会 ２市３町） 

・精神保健福祉士（派遣先：市） 
・看護師（派遣先：市） 
・市町村職員（派遣先：２市） 
 

・障害者福祉施設管理者 
（派遣先：地区施設連絡協議会） 
・社会福祉協議会職員 
（派遣先：市障害者虐待防止地域連絡会） 
 
＜参考＞24 年度実績 3 件 
・弁護士 
（派遣先：福祉相談関係の NPO 法人） 

・社会福祉士 
（派遣先：地域障害者グループホーム 
世話人研修会） 

・障害者権利擁護団体役員 
（派遣先：障害者支援施設） 

予
算 

25 年度 1,750 千円   300 千円 
26 年度 1,750 千円 1,284 千円 
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